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令和元年９月２７日 

 

都道府県医師会 

 感染症危機管理担当理事 殿 

 

日本医師会感染症危機管理対策室長  

釜 萢  敏 

 

 

令和元年台風第 15号による災害にかかる予防接種の取扱について 

 

 

標記災害のために居住地の市町村で定期接種を受けることが困難な者が、居住地以

外の市町村（以下、「居住地外市町村」という。）において定期接種を希望する場合の

接種の実施について、厚生労働省より各都道府県衛生主管部局宛て別添の事務連絡が

なされました。 

なお、実施にあたっては下記に留意していただきたいとしております。 

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知のうえ、貴会管下郡市区

医師会、関係医療機関等への周知協力方ご高配のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．居住地外市町村において定期接種を実施する場合、一般的には居住地の長から居

住地外市町村長に対して定期接種の実施依頼が行われているが、標記災害により居

住地の長が実施依頼を行うことが困難な場合には、被災者からの定期接種実施希望

の申出を以て居住地の長からの予防接種実施依頼があったものとし、居住地外市町

村において定期接種を実施して差し支えないこと。 

 

２．当該定期接種の実施に当たっては、被災者がおかれている状況を考慮し、予診の

徹底など健康状態を十分に把握した上で実施すること。 

 

 

 

 



 

 

 

事 務 連 絡 

令和元年９月２６日   

 

      

各都道府県衛生主管部（局） 御中 

 

 

厚生労働省健康局健康課 

 

 

令和元年台風第15号による災害にかかる予防接種の取扱について 

 

 

 予防接種法に基づく定期の予防接種（以下「定期接種」という。）の対象者で

あって、標記災害のために居住地である市町村（以下「居住地」という。）にお

ける定期接種を受けることが困難な者（以下「被災者」という。）が、居住地以

外の市町村（以下「居住地外市町村」という。）において定期接種の実施を希望

する場合には、当該居住地外市町村長による定期接種の実施について、下記に留

意し、特段のご配慮をいただきますよう、管下市町村に対する周知方よろしくお

取り計らい願います。 

 

記 

 

 

１．居住地外市町村において定期接種を実施する場合、一般的には居住地の長か

ら居住地外市町村長に対して定期接種の実施依頼が行われているが、標記災

害により居住地の長が実施依頼を行うことが困難な場合には、被災者からの

定期接種実施希望の申出を以て居住地の長からの予防接種実施依頼があった

ものとし、居住地外市町村において定期接種を実施して差し支えないこと。 

 

２．当該定期接種の実施に当たっては、被災者がおかれている状況を考慮し、予

診の徹底など健康状態を十分に把握した上で実施すること。 

 

以上 



 

 

 

令和元年９月 24 日 

内閣府（防災担当） 

 

 

永田クラブ、経済研究会、国土交通記者会へ貼り出し 

 

 

 

令和元年台風第15号による災害にかかる 

災害救助法の適用について 

【第1報】 

 

 
１．災害の概要 

令和元年台風第 15 号による災害により、住家に多数の被害が生じたことか

ら、東京都は 1町に災害救助法の適用を決定した。 

 

 

 

２．これまでにとられた措置 

 ・避難所の設置等 

災害救助法 

適用市町村 
法適用日 

人的被害

（人） 
住家被害（世帯） 

備 考 

死者 
行方 

不明 
負傷 全壊 半壊 

床上 

浸水 

床下 

浸水 

一部 

損壊 

 

【東京都】 

島しょ大島町 

（とうしょおおしままち） 

 

 

 

９月８日 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

４ 

 

 

８０ 

 

 

０ 

 

 

 

 

 

 

 

災害救助法

施行令第 1

条第 1 項第

1号適用 

本件問合せ先 

内閣府政策統括官（防災担当）付 

参事官（被災者行政担当）付 

             阿部、高見 

    TEL 03-3593-2849（直通） 

CO336519
テキストボックス
令和元年９月24日 19時00分公表
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